
2月 11日・建国記念の日

（如月） FEBRUARY

豪雪地では積もった雪の重みで家がつぶされる恐れもあること
から、屋根の雪下ろしは冬の作業として欠かすことができません。
この雪下ろしを業者に依頼した場合、雪下ろし費用は、雪による
被害の発生を防止するためのやむを得ない支出として、雑損控除
の対象となります。
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ワンポイント

2月の税務と労務

雑損控除になる雪下ろし費用

国　税／平成21年分所得税の確定

申告 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）

国　税／贈与税の申告

2月1日～3月15日

国　税／1月分源泉所得税の納付

2月10日

国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月1日

国　税／6月決算法人の中間申告

3月1日

国　税／3月、6月、9月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 3月1日

国　税／決算期の定めのない人格

なき社団等の法人税の申

告及び納付 3月1日

地方税／固定資産税の第 4期分の

納付

市町村の条例で定める日
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被
保
険
者
ま
た
は
被
扶
養
者
が
、

仕
事
以
外
の
ケ
ガ
や
病
気
の
治
療
の

た
め
入
院
す
る
と
き
に
は
、
支
払
額

を
で
き
る
限
り
少
な
く
し
て
、
経
済

的
な
負
担
を
軽
減
し
た
い
も
の
で
す
。

特
に
手
術
等
を
伴
う
入
院
費
用
は
高

額
と
な
る
場
合
が
多
く
、
家
計
へ
の

影
響
も
大
き
く
な
り
ま
す
の
で
、
入

院
す
る
に
あ
た
っ
て
知
っ
て
お
く
と

〝
得
〞
と
思
わ
れ
る
も
の
を
Ｑ
Ａ
形

式
で
解
説
し
ま
す
。

Q1

急
病
で
な
い
手
術
の
た
め
の
入
院

私
傷
病
の
手
術
を
勧
め
ら
れ
ま

し
た
。
都
合
の
よ
い
日
を
聞
か
れ

た
の
で
す
が
、
入
院
日
に
よ
り
給

付
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す

か
。

A

急
を
要
し
な
い
仕
事
以
外
の
ケ

ガ
や
病
気
の
手
術
等
の
た
め
入
院

す
る
場
合
は
、
で
き
れ
ば
月
初
に

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

患
者
が
医
療
機
関
等
で
治
療
を

受
け
た
場
合
の
自
己
負
担
額
に
は

限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
額
を
超
え
た
も
の
は
高
額
療
養

費
と
い
う
形
で
給
付
（
現
金
に
よ

り
払
い
戻
し
）
さ
れ
ま
す
。

こ
の
負
担
限
度
額
は
、
毎
月
一

日
か
ら
月
末
ま
で
、
月
を
単
位
に

計
算
さ
れ
ま
す
。

月
を
ま
た
い
で
し
ま
う
と
、
費

用
が
二
カ
月
に
分
散
さ
れ
て
、
患

者
の
負
担
額
に
大
き
な
差
が
生
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
特
に

短
期
入
院
の
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
担
当
医
と
相
談
し
て
、
入
院
日

を
決
め
る
と
自
己
負
担
限
度
額
は
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か
な
り
軽
減
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま

す
（
例
参
照
）。

Q2

高
額
療
養
費
と
は

高
額
療
養
費
と
は
、
ど
の
よ
う

な
給
付
な
の
で
す
か
。

A

高
額
療
養
費
と
は
、
同
一
月
、

同
一
医
療
機
関
に
お
い
て
、
か
か

っ
た
医
療
費
が
負
担
限
度
額
を
超

え
た
と
き
に
、
そ
の
超
え
た
額
が

高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻
さ
れ

る
制
度
で
す
。

な
お
、
入
院
中
の
食
事
代
、
差

額
ベ
ッ
ド
代
、
お
む
つ
な
ど
保
険

外
診
療
の
費
用
は
、
こ
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

Q3

現
物
給
付
の
手
続
き

毎
月
の
支
払
い
を
軽
減
で
き
る

方
法
は
あ
る
の
で
す
か
。

A

入
院
が
決
ま
っ
た
場
合
や
急
病

等
で
入
院
し
た
場
合
に
は
、
早
急

に
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る

入
院
費
用
を
現
物
給
付
扱
い
に
し

て
も
ら
う
と
一
時
的
な
支
払
い
は

軽
く
な
り
ま
す
。

手
続
き
（
七
〇
歳
未
満
の
人
の

場
合
）
は
簡
単
で
、
協
会
け
ん
ぽ

都
道
府
県
支
部
な
ど
の
保
険
者
に

「
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
申
請

書
」
を
提
出
す
る
だ
け
で
す
（
保

険
者
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
一

カ
月
く
ら
い
前
か
ら
申
請
書
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
）。

こ
の
申
請
が
あ
る
と
、
保
険
者

は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
以
下

「
認
定
証
」
と
い
い
ま
す
）
を
交
付

し
ま
す
の
で
、
患
者
は
、
認
定
証

を
病
院
の
窓
口
に
提
示
す
る
だ
け

で
、
支
払
額
は
負
担
限
度
額
だ
け

で
済
み
ま
す
。

な
お
、
こ
の
認
定
証
が
交
付
さ

れ
る
ま
で
に
は
一
週
間
前
後
か
か

る
よ
う
で
す
の
で
、
特
に
入
院
予

定
の
あ
る
人
は
す
ぐ
に
申
請
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

申
請
手
続
き
が
遅
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
と
り
あ
え
ず
病
院
等
に
、

認
定
証
を
申
請
中
で
あ
る
旨
を
申

し
出
て
、
現
物
給
付
扱
い
に
し
て

も
ら
う
よ
う
相
談
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

な
お
、
七
〇
歳
以
上
七
五
歳
未

満
の
高
齢
者
は
、「
高
齢
受
給
者
証
」

が
認
定
証
の
代
わ
り
と
な
り
ま
す

の
で
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。ち

な
み
に
、
通
院
治
療
に
関
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Q4

現
物
給
付
の
手
続
き
が
間
に
合
わ

な
か
っ
た
と
き

急
病
で
、
月
末
近
く
に
入
院
し

た
た
め
、
そ
の
月
の
現
物
給
付
の

手
続
き
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と

き
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し

ょ
う
か
。

A

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
月

分
は
い
っ
た
ん
総
医
療
費
の
三
割

（
ま
た
は
二
割
、
一
割
）
を
病
院
等

に
支
払
い
、
後
で
、
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
る
額
を
払
い
戻
し
て

も
ら
う
た
め
に
、
領
収
書
を
添
付

し
て
、
保
険
者
に
「
高
額
療
養
費

支
給
申
請
書
」
を
提
出
（
郵
送
可
）

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

も
、
そ
の
請
求
額
が
預
金
口
座
に

振
り
込
ま
れ
る
ま
で
三
カ
月
前
後

か
か
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
入
院
が
長
期
に
及

ぶ
と
毎
月
こ
の
請
求
手
続
き
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

手
続
き
の
簡
略
化
、
一
時
的
な
支

払
い
の
軽
減
化
を
図
る
た
め
、
一

度
だ
け
で
済
み
ま
す
の
で
、
現
物

給
付
扱
い
の
手
続
き
を
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

Q5

高
額
医
療
費
貸
付
制
度

自
己
負
担
額
を
超
え
た
額
を
給

付
（
高
額
療
養
費
）
し
て
も
ら
う

に
は
、
申
請
し
て
か
ら
か
な
り
日

数
が
か
か
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

何
か
融
資
制
度
の
よ
う
な
も
の
は

あ
り
ま
す
か
。

A

前
記
の
と
お
り
高
額
療
養
費
は

支
給
申
請
し
て
か
ら
振
り
込
ま
れ

る
ま
で
三
カ
月
前
後
を
要
す
る
た

め
、
そ
の
間
の
生
計
に
与
え
る
影

響
を
考
慮
し
て
「
高
額
医
療
費
融

資
制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
高
額
療
養
費
を

担
保
に
、
高
額
療
養
費
の
八
割
相

当
額
を
限
度
と
し
て
、
無
利
子
で

貸
付
を
行
う
も
の
で
、
申
請
か
ら

二
週
間
前
後
で
被
保
険
者
の
預
金

口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
（
地
域

に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

の
で
、
利
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。
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雇
用
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
る
基
本

手
当
と
支
給
調
整
の
対
象
と
な
る
年

金
と
は
、
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給

事
由
と
す
る
年
金
（
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
、
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
ま
た
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
私
立
学
校

教
職
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
共

済
年
金
）
で
、
六
五
歳
未
満
の
人
に

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
調
整
は
、
原
則
的
に
は
基
本

手
当
が
優
先
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

の
方
が
高
い
な
ど
の
理
由
で
年
金
の

受
給
を
希
望
す
る
場
合
は
、
離
職
後

住
所
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
の

申
込
み
を
し
な
い
こ
と
で
す
。

ち
な
み
に
、
六
五
歳
以
後
に
支
給

さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
を
六
〇
歳
か

ら
繰
り
上
げ
て
受
給
す
る
場
合
は
支

給
調
整
の
対
象
と
な
ら
ず
、
基
本
手

当
と
減
額
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
の

両
方
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

日本年金機構

社会保険庁が廃止・解体されて、新法
人「日本年金機構」が本年１月に設立さ
れました。
設立の趣旨は、公的年金制度を安定的

に運営し、国民の信頼に応えることがで
きる事業運営体制を築くために社会保険
庁を廃止し、国は公的年金に係る財政責
任・管理運営責任を担うこととする一方、
非公務員型の機構を設置して、厚生労働
大臣から委任を受け、その直接的な監督
の下で、公的年金に係る一連の運営業務
（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給
付等）を担うことです。
新公法人においては、能力と実績に基

づく人事管理で職員の意識改革を徹底し、
民間企業へのアウトソーシングを推進し
て、サービスの向上及び事業の適正・効
率的な業務遂行の実現を図ることを目的
としています。

振替休日と代休

振替休日とは、あらかじめ休日（労働義
務のない日）と定めた日を労働日に変更し、
その代わりに他の特定した労働日を休日と
することをいいます。
休日の振替を行う場合には、就業規則等

において「休日を振り替えることがある」
旨が定められていることが前提となりま
す。この場合、できる限りその具体的事由
と振り替えるべき日を規定し、また振り替
えるべき日については、できる限り振り替
えた日に近接していることが望ましいとさ
れています。
これにより労働者が働いた休日が労働日

となりますので、休日労働に対する割増賃
金は必要ありません。ただし、その週の労
働時間が法定労働時間（40時間）を超える
ときには、その超える時間は時間外労働と
なり割増賃金の支払義務が発生しますので
注意したほうがよいでしょう。これは１日

の労働時間が８時間を超えるときも同様で
す。
一方、代休は、休日に急な仕事で労働者

を呼び出したときなどのように休日労働や
長時間の時間外労働、深夜労働が先に行わ
れた場合に、その代償措置として、以後の
特定の労働日の労働義務を免除するもので
す。
そのため、振替休日とは異なり、労働者

が労働を行った休日が労働日扱いになるわ
けではありません。したがって、休日労働
に対する割増賃金の支払いが必要となりま
す。
以上のとおり振替休日と代休は、どちら

も「休日と定められている日に働いて別の
日に休日を取る」という意味では同じです
が、前者は「あらかじめ」休日とする日を
特定していることに対し、後者は事前に通
知せずに先に労働させて、その後に休日を
与えるというもので、どちらが適用される
かによって賃金の額も変わってきます。

基
本
手
当
と
年
金
と
の
調
整




